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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長

岩

佐

信

宏

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
七
条
の
三
第
二
項
中
「
附
則
第
二
項
に
」
を
「
附
則
第
三
項
に
」
に
、
「
附
則
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
三
項
第
一
号
」
に

改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
十
八
条
の
四
第
三
項
第
二
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
八
千
円
」
を
「
二
万
円
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
二
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
円
」
を
「
三
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同

項
第
六
号
中
「
三
万
五
千
円
」
を
「
三
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
円
」
を
「
四
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

「
以
上
」
を
「
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
」
に
、
「
四
万
五
千
円
」
を
「
四
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

五
万
三
千
円

十

二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

五
万
八
千
円

第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二

十
一
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
の
三
を
第
六
十
四
条
の
四
と
し
、
第
六
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
の
三

条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
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第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

六
種
、
五
種
及
び
四
種

三
千
円

二

七
種

二
千
円

２

条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係

る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
第
一
号
中
「
附
則
第
二
項
第
四
号
」
を
「
附
則
第
三
項
第
五
号
」
に
、
「
附
則
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第

三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
二
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第
三
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
見
出
し
中
「
附
則
第
二
項
」
を
「
附
則
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
）
の
」
を
「
以
下
同
じ
。
）
の
」
に
、
「
附
則
第

二
項
に
」
を
「
附
則
第
三
項
に
」
に
、
「
附
則
第
二
項
各
号
（
条
例
附
則
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
附
則
第
三
項
各
号
（
第
五
号

及
び
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
中
「
附
則
第
二
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
附
則
第
四
項
」
を
「
附
則
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
附
則
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
に
関
す
る
特
例
）

第
十
条

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

二
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
五
号
）
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
三
万
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
額
は
、
二
万
六
千
円
と
す
る
。

「

「

別
表
第
九
イ
の
表
中

を

46

47

48

49

49

50

50

51

51

52

45

46

46

47

47

48

48

49

50

」

「

「

に
、

を

51

75

75

75

75

76

76

76

76

77

77

77

77

78

78

79

74

75

75

75

75

75
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」

」

「

に
改
め
、
別
表
第
九
ロ
の
表
中

76

76

76

76

76

77

77

77

77

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

」

「
を

64

64

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

68

61

」

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

「

「

に
、

を

66

67

67

67

67

67

67

59

59

59

59

60

60

60

60

61

61

61

61

62

62

63

」

」

「

に
改
め
、
別
表
第
九
ハ
の
表
中

58

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

61

69

69

70

70

」

「

「

を

に
、

71

71

72

72

73

73

74

74

75

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

73

74

」

」

「
を

51

51

51

51

52

52

52

52

53

53

53

53

54

54

55

50

51

51

51

51

51

52

52

52

52

」

に
改
め
る
。

52

53

53

53

53

」
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別
表
第
十
の
四
イ
の
表
中
「1

0
,
9
0
0

」
を
「1

1
,
0
0
0

」
に
、
「1

1
,
7
0
0

」
を
「1
1
,
8
0
0

」
に
改
め
、
別
表
第
十
の
四
ロ
の
表
中

円
円

円
円

「8
,
9
0
0

」
を
「9

,
0
0
0

」
に
、
「1

1
,
0
0
0

」
を
「1

1
,
1
0
0

」
に
、
「1

2
,
1
0
0

」
を
「1

2
,
2
0
0

」
に
改
め
る
。

円
円

円
円

円
円

別
表
第
十
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

別
表

第
１

０
の

７
第

５
７

条
の

６
関

係

支
給

地
域

級
地

東
京

都
特

別
区

一
級

地

広
島

県
安

芸
郡

府
中

町
六

級
地

広
島

県
内

の
市

町
広

島
市

及
び

安
芸

郡
府

中
町

を
除

く
七

級
地

（

）

。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
九
及
び
別
表
第
十
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
十

の
七
の
改
正
規
定
（
東
京
都
特
別
区
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
九
及
び

別
表
第
十
の
四
の
規
定
並
び
に
別
表
第
十
の
七
の
規
定
（
東
京
都
特
別
区
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。
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（
昇
格
の
場
合
の
号
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
秋
田
県

条
例
第
七
十
五
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の

あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ

い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

４

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ

た
職
員
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お

け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
八
・
五
と
す
る
。


